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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影機器に接続される第１の光ケーブルの端子接続用に建造物に固定される接続パネル
と共に一体に構成された光成端ユニットにおいて、
　前記建造物に固定された第２の光ケーブルの導入口が、背後部、上部、底面、左面、及
び右面の合計５方面にそれぞれ設けられ、前面が前記接続パネルによって構成された筐体
と、
　前記第２の光ケーブルから露出されたテンションメンバの端部が内部で固定される底面
である固定面と、 その固定面に垂直な側壁面である４つの隣接面とを有した、直方体状
の端部固定箱と
　を有し、
　前記テンションメンバの露出部が前記端部固定箱内において固定される方向は、前記側
壁面である４つの前記隣接面の何れか１面の法線の方向と一致しており、
　前記端部固定箱は、前記固定面及び４つの前記隣接面の各法線がそれぞれ鉛直方向また
は水平方向に向き、かつ、前記端部固定箱の底面である前記固定面及び側壁面である４つ
の前記隣接面のうちの何れかの一つの面が、前記左面に対して最も近接して、その左面に
平行に対峙する様に、選択自在に配向されて、前記筐体内に配置されている
　ことを特徴とする光成端ユニット。
【請求項２】
　前記端部固定箱は、
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　前記筐体の背後面と前記底面にそれぞれ接しつつ前記背後面に固定されている
　ことを特徴とする請求項１に記載の光成端ユニット。
【請求項３】
　前記端部固定箱の前記底面の形状は長辺と短辺とを有した長方形であり、前記端部固定
箱の側壁面である４つの前記隣接面は、前記長辺に形成される一対の長辺隣接面と、前記
短辺に形成される一対の短辺隣接面で構成され、前記一対の長辺隣接面のうちの一方の長
辺隣接面と、前記一対の短辺隣接面のうちの一方の短辺隣接面に、前記筐体の前記５方面
に設けられた５つの前記導入口のうちの一つの導入口に対面し、その導入口から入線され
る第２の光ケーブルを内部に導入させる入口を有する
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の光成端ユニット。
【請求項４】
　前記端部固定箱は、相異なる光ファイバーの各一端を互いに融着により接続した融着部
と融着された該光ファイバーの余長部とを収納する余長ケースを兼ねた融着トレイを具備
している
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項３の何れか１項に記載の光成端ユニット。
【請求項５】
　前記端部固定箱は、前記第２の光ケーブルを内部に導入させる入口を有し、前記テンシ
ョンメンバの端部を固定するためのクランプトレイと、前記融着トレイとから成る２体に
分離可能な２段重箱構造を
　有することを特徴とする請求項４に記載の光成端ユニット。
【請求項６】
　前記筐体の前記前面は、内側に凹んだ凹部を有し、前記凹部は、傾斜角が４５°よりも
大きく９０°よりも小さい、下方に伏した傾斜面を有し、
　前記第１の光ケーブルに連結されるコネクタ端子は、前記傾斜面に設けられている
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項５の何れか１項に記載の光成端ユニット。
【請求項７】
　前記筐体は、前記端部固定箱に対する筐体の接触面上に形成された第１の穴を有し、
　前記端部固定箱は、前記筐体に対する端部固定箱の接触面上であって、前記第１の穴と
重なる位置に形成された第２の穴を有し、互いに重なった前記第１の穴と前記第２の穴と
に同時に貫通する固定具によって前記筐体の内部に固定されている
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項６の何れか１項に記載の光成端ユニット。
【請求項８】
　前記筐体は、前記筐体の前記背後面に形成された前記第１の穴を有し、
　前記端部固定箱は、前記筐体の前記第１の穴を有する面と接触し得る全ての面上に、そ
の第１の穴と重なる位置に第２の穴を有することを特徴とする請求項２に記載の光成端ユ
ニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ケーブル接続用に建造物などに固定される接続パネルと一体に構成される
光成端ユニットに関する。本発明の光成端ユニットは、テレビカメラや光ケーブルなどを
用いて、テレビ放送システムなどを構成する際に、小形でコンパクトなカメラ端子接続盤
などとして有用なものである。
【背景技術】
【０００２】
　光ケーブル接続用に建造物などに固定される接続パネルと一体に構成される光成端ユニ
ットとしては、例えば下記の特許文献１に記載されている従来技術が公知である。本願図
１５に、この特許文献１（その図４）の従来装置の側面図を示す。本図の接続ユニット４
は、固定治具２３、２４によって、光ケーブル６の外被（：最外の樹脂被膜）及び光ケー
ブル６のテンションメンバ８の端部をそれぞれ固定するものであり、この接続ユニット４
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は、外枠パネル２の内方へ向かって上方へ傾斜する第２の面３ｂに固定されている。この
様に、接続ユニット４からは光ファイバではなく曲げや引張り等に対する抗力を有する光
ケーブル６が背後へ延出されているので、敷設時の作業中や点検作業中などに光ファイバ
を誤って切断してしまう恐れが少ない。
【０００３】
　また、下記の特許文献２や特許文献３に記載の従来装置も、これらと同様または類似の
構造を有するものと思われる。
【特許文献１】特開２００４－１７０９２６
【特許文献２】意匠登録第１１８４７２７号
【特許文献３】意匠登録第１１８５０８７号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記の接続ユニット４は、上記の第２の面３ｂに固定されているため、
上記の光ケーブル６の延出方向は、必然的に上記の第２の面３ｂを含む平面内かその極近
傍に制限されてしまい、その他の方向から光ケーブル６を当該光成端ユニット内に入線さ
せる場合には、その光ケーブル自身を曲げる必要が生じる。
　一方、光ケーブル６には上記の通り、曲げや引張り等に対する抗力が十分に持たせてあ
るので、一般の場合、通常その曲率半径を６乃至７ｃｍ以下に曲げることは、光ケーブル
自身やその固定治具などに掛かる負担や、それらの耐久性、信頼性などの観点から、決し
て望ましいことではない。
　また、上記の曲率よりも急激な光ケーブルの継続的屈曲は、作業する上でも必ずしも容
易ではなく、このため、その様な曲げを強いる光成端ユニットの構造は、敷設作業や点検
作業などの作業効率の限定要因にもなる。
【０００５】
　このため、上記の従来技術においては、光ケーブル６を該光成端ユニットの真上または
真下から鉛直に入線させる場合、或いは光ケーブル６を該光成端ユニットの背後から水平
に入線させる場合に、該光成端ユニットの内部空間における光ケーブル６の取り回しに問
題が生じ易い。そして、これらの場合、即ち、光ケーブル６を特に鉛直方向、または背後
から水平に入線させる場合には、作業する際に曲げることが容易な範囲内の光ケーブル６
の曲率半径の下限値が大きいと、所望の該光成端ユニットの高さや奥行き方向の長さを大
きく取らざるを得なくなるので、これによって当該装置の小形化が阻害されてしまう。ま
た、光ケーブルの入線方向によって、所望の光成端ユニットの筐体サイズや形状を替える
ことは、商品の規格統一化の観点からも全く望ましいとは言えない。
【０００６】
　更に、建築物に内設された光ケーブルを柱や壁面からその外部に引き出す場合、その延
出方向は通常、建築物の設計容易性または施工容易性などの都合から、鉛直方向かまたは
水平方向とされる場合が多いので、当然ながら光成端ユニットへの入線方向も、これらの
方向に制約されてしまう可能性が高い。このため、上記の問題は、建設業をも含めた工業
的な見地からも重要かつ不可避である。言い換えれば、建築物の設計容易性または施工容
易性などの観点からも、上記の第２の面３ｂを略二分の一直角の傾斜角に傾けている従来
の光成端ユニットの構造は、全く望ましいものとは言えない。
　また、光ケーブルが有する光ファイバーや電線の本数が増える程、或いは、光ケーブル
のテンションメンバや外被などの剛性を高くする程、光ケーブルの許容される曲率半径の
下限値は大きくなってしまうので、上記の問題については、今後将来的にもますます深刻
化する恐れがある。
【０００７】
　本発明は、上記の課題を解決するために成されたものであり、その目的は、鉛直方向及
び水平方向、即ち、上下左右及び背後の計５方面の何れの向きにも光ケーブルを真っ直ぐ
に延出することが容易で、敷設作業や点検作業などの効率向上を図り易い、接続パネル一
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体型の小形光成端ユニットを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するためには、以下の手段が有効である。
　即ち、本発明の第１の手段は、撮影機器に接続される第１の光ケーブルの端子接続用に
建造物に固定される接続パネルと共に一体に構成された光成端ユニットにおいて、建造物
に固定された第２の光ケーブルの導入口が、背後部、上部、底面、左面、及び右面の合計
５方面にそれぞれ設けられ、前面が接続パネルによって構成された筐体と、第２の光ケー
ブルから露出されたテンションメンバの端部が内部で固定される底面である固定面と、 
その固定面に垂直な側壁面である４つの隣接面とを有した、直方体状の端部固定箱とを有
し、テンションメンバの露出部が端部固定箱内において固定される方向は、側壁面である
４つの隣接面の何れか１面の法線の方向と一致しており、端部固定箱は、固定面及び４つ
の隣接面の各法線がそれぞれ鉛直方向または水平方向に向き、かつ、端部固定箱の底面で
ある固定面及び側壁面である４つの隣接面のうちの何れかの一つの面が、左面に対して最
も近接して、その左面に平行に対峙する様に、選択自在に配向されて、筐体内に配置され
ていることを特徴とする。
【０００９】
　ただし、上記の端部固定箱の直方体状とは、完全な直方体を意味するものではなく、互
いに平行な２面１組の面が３組あり、それらの計６面の内で平行でない面同士はそれぞれ
互いに直交していればよく、また、これらの各面には、穴や溝やスリットなどが設けられ
ていてもよい。また、少なくとも１箇所には、第２の光ケーブルを導入する穴（入口）が
必要であり、また、光ファイバーを延出するための穴（出口）も必要である。また、その
直方体状の各頂点や各辺の角が取れていたり、任意の面に窓や凹部などが設けてあったり
しても何ら差し支えない。光ケーブルに電線を備える場合には、当該端部固定箱にその出
口を別途設けることが望ましい。
　また、上記の筐体に設けられる合計５方面の各導入口の大きさは任意でよく、例えば、
筐体の上部の全体が第２の光ケーブルの１つの導入口そのものであってもよい。また、隣
り合う面の導入口は、該筐体の辺上で１つに繋がっていてもよい。したがって、例えば筐
体の底面と背後面との交線（辺）上に、この２面に渡って２つの導入口を一纏めにして形
成してもよい。
【００１０】
　また、本発明の第２の手段は、上記の第１の手段において、上記の端部固定箱を、筐体
の背後面と底面にそれぞれ接しさせつつ、その背後面に固定することである。
【００１１】
　また、本発明の第３の手段は、上記の第１又は第２の手段において、端部固定箱の底面
の形状は長辺と短辺とを有した長方形であり、端部固定箱の側壁面である４つの隣接面は
、長辺に形成される一対の長辺隣接面と、短辺に形成される一対の短辺隣接面で構成され
、一対の長辺隣接面のうちの一方の長辺隣接面と、一対の短辺隣接面のうちの一方の短辺
隣接面に、筐体の５方面に設けられた５つの導入口のうちの一つの導入口に対面し、その
導入口から入線される第２の光ケーブルを内部に導入させる入口を有することを特徴とす
る。
【００１２】
　また、本発明の第４の手段は、上記の第１乃至第３の何れか１つの手段において、相異
なる光ファイバーの各一端を互いに融着により接続した融着部と融着された該光ファイバ
ーの余長部とを収納する余長ケースを兼ねた融着トレイを上記の端部固定箱に具備するこ
とである。
【００１３】
　また、本発明の第５の手段は、上記の第４の手段において、端部固定箱は、第２の光ケ
ーブルを内部に導入させる入口を有し、テンションメンバの端部を固定するためのクラン
プトレイと、融着トレイとから成る２体に分離可能な２段重箱構造を有することを特徴と
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する。
【００１４】
　また、本発明の第６の手段は、上記の第１乃至第５の何れか１つの手段において、筐体
の前面に内側に凹んだ凹部を設け、この凹部に、傾斜角が４５°よりも大きく９０°より
も小さい下方に伏した傾斜面を設け、更に、上記の第１の光ケーブルに連結されるコネク
タ端子をこの傾斜面に設けることである。
　この傾斜角のより望ましい適正範囲は、５０°以上７０°以下である。この値が小さい
と、小形化が効果的に促進されない場合がある。また、この値が大き過ぎると、第１の光
ケーブルを斜め下向きに延出する効果が不十分になり易い。
【００１５】
　また、本発明の第７の手段は、上記の第１乃至第６の何れか１つの手段において、筐体
の端部固定箱に対する筐体の接触面上に第１の穴を形成し、端部固定箱の筐体に対する端
部固定箱の接触面上において、上記の第１の穴と重なる位置に第２の穴を形成し、互いに
重なった上記の第１の穴と第２の穴とに同時に貫通する固定具によって、端部固定箱を筐
体の内部に固定することである。
　ただし、上記の第１の穴は、任意数設けることができる。また、上記の固定具としては
、周知または任意の固定具を用いてよい。
【００１６】
　また、本発明の第８の手段は、上記の第２の手段において、筐体は、筐体の背後面に形
成された前記第１の穴を有し、端部固定箱は、筐体の第１の穴を有する面と接触し得る全
ての面上に、その第１の穴と重なる位置に第２の穴を有することを特徴とする。
　以上の本発明の手段により、前記の課題を効果的、或いは合理的に解決することができ
る。
【発明の効果】
【００１７】
　以上の本発明の手段によって得られる効果は以下の通りである。
　即ち、本発明の第１の手段によれば、上記の端部固定箱の配向を直角単位に自在に選択
することによって、上記の５方面に設けられた導入口の何れからでも、第２の光ケーブル
を当該光成端ユニット内に、鉛直または水平に入線させることができる。また、その入線
方向は、当該光成端ユニットを組み付ける壁の壁面に対して平行または垂直に限定される
。このため、第２の光ケーブルを特に鉛直方向、または背後から水平に入線させる場合に
おいても、また、勿論左面または右面から水平に入線させる場合においても、本発明の第
１の手段によれば、当該光成端ユニット内では、第２の光ケーブルを曲げる必要がなくな
り、これによって、当該光成端ユニット内における第２の光ケーブルの取り回しを極めて
簡潔に短くすることができる。
【００１８】
　したがって、本発明の第１の手段によれば、上下左右及び背後の計５方面の何れの向き
にも第２の光ケーブルを真っ直ぐに延出することが容易で、敷設作業や点検作業などの効
率向上を図り易い、小形の光成端ユニットを容易に構成することができる。
　また、この様な構造を採用すれば、光成端ユニット内において第２の光ケーブルを曲げ
る必要がないため、第２の光ケーブルを若干大型化する場合でも、筐体の大型化を強いら
れることがなく、よって、装置の小形化や規格統一にも好都合である。
　また、この様な構造を採用すれば、建築物においては、壁や柱の中で第２の光ケーブル
を斜めに配線する必要がなくなり、光成端ユニットの真上、真下、または背後からも、鉛
直または水平に第２の光ケーブルを導入することができるので、建築物の設計容易性や施
工容易性を確保する上でも都合がよい。
【００１９】
　また、本願図１５の従来装置においては、二分の一直角の傾斜角を有する第２の面３ｂ
が具備されており、この面３ｂに接続ユニット４が取り付けられているが、本発明の光成
端ユニットにおいては、外枠パネル２の内方へ向かって上方へ傾斜する第２の面３ｂを必
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ずしも備える必要がない。このため、本発明の光成端ユニットにおいては、接続パネルが
配設される筐体の前面の形状設計における任意性が高く、少なくとも筐体の前面形状に関
しては、ユーザの好みを取り入れるなどの最適化も可能である。
【００２０】
　また、本発明の第２の手段によれば、上記の端部固定箱は、筐体の背後面に固定される
ので、この端部固定箱自体を筐体内に固定するための固定具（例えばナイラッチなど）を
、筐体の側面（左面や右面）や底面などには配設する必要がなくなる。このため、筐体を
スライドさせて壁穴などに挿入する際に、その壁穴のスライド面（：筐体と擦れる面）に
上記の固定具が当接したり擦れたりすることがなくなる。このため、本発明の第２の手段
に従えば、壁穴に固定具を逃がすためのスライド方向の溝などを形成する必要がなく、固
定具が壁穴と擦れて破損する恐れもない。
【００２１】
　また、１つの頂点に集まる３辺の長さが何れも異なる長さの直方体状に端部固定箱を形
成する場合、最大面積を有する面を上記の固定面として計６つの面から選択することが、
実際に固定面を構成する上で最も容易かつ現実的であるが、本発明の第３の手段によれば
、その最大面積を有する面の更に一方のみを上記の固定面として構成するだけでよいので
、これによって、端部固定箱を容易に構成することができる。
　また、前述の従来技術からも類推できる様に、光成端ユニットを構成する場合、筐体の
内部空間においては、底面付近及び背後面付近に比較的余裕が生まれ易く、かつ、左右方
向が該内部空間の長手方向になり易い。このため、光成端ユニットの小形化を促進させた
い場合には、一辺が他辺に比べて特に短い薄形の直方体状に端部固定箱を形成して、最大
面積を有する上記の固定面の長手方向を筐体の左右方向に合わせ、その固定面を筐体の底
面または背後面に合わせる様に配置することが有利である。
　そして、この様な小形化指向の構成を採用する場合にも、本発明の第３の手段によれば
、端部固定箱の６面中の一つの短辺隣接面と一つの長辺隣接面にのみ第２の光ケーブルの
入口を設けるだけで、上記の５方面から入線可能な端部固定箱を構成することができる。
したがって、本発明の第３の手段によれば、端部固定箱を非常に容易かつコンパクトに構
成することができる。
【００２２】
　また、本発明の第４の手段によれば、光ファイバーの融着部や余長部が上記の融着トレ
イの中に収納されて、融着部や余長部の保護や整理が効率よくでき、作業中に光ファイバ
ーに余計な応力や張力や剪断力が働く恐れがなくなる。このため、作業効率が向上すると
共に、光ファイバーの信頼性を容易に確保することができる。また、融着トレイが上記の
端部固定箱に一体化されるので、それぞれを個別に筐体内に固定する必要もない。
【００２３】
　また、本発明の第５の手段によれば、電線が取り回され得るテンションメンバの固定部
近傍から、融着トレイが別体として隔離されるので、光ファイバーの融着部や余長部の保
護や整理が更に効率よく効果的に実施でき、融着トレイ自身の構成も簡潔になる。
【００２４】
　また、本発明の第６の手段によれば、筐体の高さ、即ち、当該光成端ユニットの鉛直方
向の長さに対する強い制約がある場合においても、前面の接続パネルから上記の第１の光
ケーブルを斜め下向きに延出させることができ、同時に本発明の光成端ユニットを更に小
形に構成することができる。
【００２５】
　また、本発明の第７の手段によれば、上記の各接触面上に上記の第１又は第２の穴を形
成するだけで、端部固定箱の固定手段を構成することができるので、装置を極めて簡潔な
構造にすることができる。
【００２６】
　また、本発明の第８の手段によれば、筐体内の特定の領域に端部固定箱の配設領域が限
定、集約されるので、端部固定箱の配設スペースが最小化されて、装置の小形化に有利と
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なる。
　また、固定具の一部を筐体の外部に突出または露出させる場合、外部とのインターフェ
イスや美観などを検討したり改善したりする必要性が生じ得るが、本発明の第８の手段に
よれば、筐体に設けるべき第１の穴の数を最小限に抑えることができるので、それらの必
要性をも最小化することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　なお、光ケーブルの先端から露出されたテンションメンバの端部を固定する際には、例
えば特開２００５－３０１１５３の図６－Ａの金属製のＴＭクランプ１４１０や同公報図
２７－Ａの金属製のＴＭクランプ２０などの様な、テンションメンバ自身を側方からその
軸に対して垂直方向に直接ネジ止めする固定手段（高剛性のＴＭクランプ）を用いること
が望ましい。この様な手段により、光ケーブルの軸とテンションメンバの端部（固定箇所
）における軸の位置及び方向を完全に一致させることができるし、更にそのネジ止め作用
に基づいて、テンションメンバを当該光成端ユニット内に強固かつ確実に固定することが
できる。言い換えれば、本願図１５の従来装置のテンションメンバの固定手段については
、この様な確実性の面においても、回避し難い重要な問題があった。
【００２８】
　以下、本発明を具体的な実施例に基づいて説明する。
　ただし、本発明の実施形態は、以下に示す個々の実施例に限定されるものではない。
【実施例１】
【００２９】
　図１に本実施例１の光成端ユニット１００の正面図（図中左下）、平面図（図中上）、
及び側面図（図中右）を示す。ただし、本図１中のＸＹＺ（大文字）の直交座標は、図中
左下の正面図の向きを示しており、Ｚ軸方向が鉛直方向である。また、図２には、この光
成端ユニット１００の筐体１１０の背面図（図中左下）、平面図（図中上）、及び側面図
（図中右）を示す。ただし、本図２中のＸＹＺ直交座標は、上記のものと同一の座標系を
示しており、図中左下の背面図の向きを示している。
【００３０】
　筐体１１０が供するこの光成端ユニット１００の接続パネルを形成している前面１１１
は、内側にくの字型に凹んでおり、その前面上部１１１ａと前面下部１１１ｂとの交差角
度は直角になっている。このため、筐体１１０の右面１１２及び左面１１３の各輪郭形状
は、何れも横になったＭ字形をしている。前面１１１は、上記の前面上部１１１ａと前面
下部１１１ｂ、並びに、当該光成端ユニット１００を敷設する壁（または柱）の壁面に対
して平行となる上端面１１１ｕ及び下端面１１１ｄの４面からなる。そして、上記の前面
上部１１１ａには、コネクタ端子１８０が２つ取り付けられており、これらのコネクタ端
子１８０に、テレビカメラから延出されてくる第１の光ケーブル（図示せず）がそれぞれ
接続される。
【００３１】
　また、前面上部１１１ａの裏面には、留め金１１１ａ１が固定されており、図１、図３
のアダプタアングルａａは、その穴ａａｈと１つのナイラッチｎ（図１）によってこの留
め金１１１ａ１の穴ｈ０に固定されている。このアダプタアングルａａは、図４の２連Ｓ
Ｃアダプタ１７０を２つまとめて保持、固定するための金属製部品であり、３つの屈曲部
ρ１，ρ２，ρ３を形成する折り曲げ加工によって製造されている。その４つの穴ｒは、
２つの２連ＳＣアダプタ１７０をそれぞれ固定するためのものであり、２連ＳＣアダプタ
１７０は、図１に示す様に２つ並べて、それぞれネジ１７０ａによってこれらの穴ｒに固
定される。
【００３２】
　２連ＳＣアダプタ１７０は、シングルモードファイバの先端に取り付けられるＳＣコネ
クタに対してレセプタとなる光接続器具であって、双方向に対してレセプタとなることに
よって２本の光ファイバーを１本に接続する接続部を２連有する。図４の割スリーブＳＬ
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はこの接続部を構成するものであり、軸方向に沿って形成されたスリットを有する筒状の
金属製の管からなる。したがって、２連ＳＣアダプタ１７０を２器有する本光成端ユニッ
ト１００は、その様な接続部を合計４つ有する。このため、上記の第１の光ケーブル１本
には、２本の光ファイバーを具備することができる。
　また、筐体１１０内の中央には、上記と同様の方式で、第１の光ケーブル１本に、３本
乃至４本の光ファイバーを具備することを可能にするための拡張用の予備空間（即ち、２
連ＳＣアダプタ１７０の増設スペース）が設けられている。
　なお、符号ｇは、ＳＣコネクタの側部の外壁面上に形成された突起を案内するためのス
リットを指している。
【００３３】
　この光成端ユニット１００の端部固定箱１５０は、２体に分離可能な２段重箱構造を有
しており、その１段目は、クランプトレイ１２０からなり、その２段目は融着トレイ１３
０からなり、融着トレイ１３０の上には蓋（リッド１４０）が具備されている。
　筐体１１０の底面１１４には、筐体１１０を折り曲げ加工して製造する際に筐体１１０
自身に不測の変形が生じない様にするための補強板１１４ａ、１１４ｂが溶接によって接
合されている。また、壁や柱などに埋め込まれる第２の光ケーブルの端部を導入するため
の導入口Ｉｍ（ｍ＝１，２，３，４，５）が、筐体１１０の背後面１１５、底面１１４、
左面１１３、右面１１２、及び上部にそれぞれ設けられている。ただし、上部の導入口Ｉ
５は、前面１１１、右面１１２、及び左面１１３に囲まれた、筐体１１０の上部の開口部
全体から形成されている。また、導入口Ｉ１と導入口Ｉ２とは、背後面１１５と底面１１
４とが直交する辺上で繋がっている。背後面１１５上に設けられた穴Ｈ１，Ｈ２は、図１
に示す様に端部固定箱１５０をナイラッチｎで固定するためのものであり、この穴が請求
項７の第１の穴に相当する。
【００３４】
　図５に、上記のクランプトレイ１２０の平面図、正面図、背面図、及び左右両側面図を
示す。ただし、本図５中のｘｙｚ（小文字）の直交座標は、図中中央の平面図の向きを示
している。このクランプトレイ１２０は、その底面１２１、前面１２３、背面１２２、左
面１２４、右面１２５、及び上面１２６などから形成されている。背面１２２、前面１２
３、左面１２４、及び右面１２５は、それぞれ底面１２１に対して直交する隣接面を構成
している。
　中央の平面図に示されるこのクランプトレイ１２０の底面１２１は、本発明の固定面、
即ち端部固定箱１５０の固定面を具現するものであり、この底面１２１には、図１及び図
７のＴＭクランプ１６０を固定するための穴ｈａ，ｈｂ，ｈｃ，ｈｄが形成されている。
ＴＭクランプ１６０を固定するためのこれらの穴は、この底面１２１だけが有しており、
その他の面は、本発明の固定面にはならない。背面１２２の中央に形成された入口Ｊ１及
び右面１２５の中央に形成された入口Ｊ２は、何れも上記の第２の光ケーブルの端部を当
該クランプトレイ１２０内、即ち端部固定箱１５０の内部に引き込むためのものであり、
この入口Ｊ１、Ｊ２の下部は、それぞれリップＬ１，Ｌ２から形成されている。
　これらのクランプトレイ１２０の構造に基づいて、端部固定箱１５０内から上記の第２
の光ケーブルを延出させる面、即ち第２の光ケーブルを端部固定箱１５０内に引き込む面
を、背面１２２または右面１２５の何れか二面から任意に選択することができる。
【００３５】
　前面１２３、底面１２１、及び背面１２２に形成された穴ｈｉ（ｉ＝１，２，．．．，
８）は、端部固定箱１５０を筐体１１０の背後面１１５に固定するためのものであり、こ
れらの穴を上記の穴Ｈ１，Ｈ２と選択自在に組み合わせて位置合わせして、ナイラッチｎ
で固定することによって、後から図１１を用いて詳しく説明する様に、端部固定箱１５０
を筐体１１０の内部に所望の配向に従って固定することができる。
　なお、コードクランプｃｃ１，ｃｃ２は、光ファイバーの各コードの取り回し範囲を当
該クランプトレイ１２０内に拘束するためのものである。また、窓ｗ１，ｗ２，ｗ３，ｗ
４は、電線を端部固定箱１５０（クランプトレイ１２０）の外部に引き出すためのもので
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ある。ただし、入口Ｊ１、Ｊ２の何れか一方は不使用となるので、その不使用となる片方
の入口から電線を外部に引き出してもよい。
【００３６】
　以下、図６を用いて、第２の光ケーブルの固定手段に付いて詳しく説明する。符号ＴＭ
は、第２の光ケーブルＣＢ２から露出されるテンションメンバの位置を示している。また
、底面１２１上の領域αは、図７の金属製のＴＭクランプ１６０を配置すべき位置を示し
ている。ただし、図７中のｘｙｚの直交座標は、図中中央の側面図の向きを示している。
即ち、図７のＴＭクランプ１６０は、図６の領域α上に図示する配向にて配置されて、図
５の穴ｈａを用いてクランプトレイ１２０の底面１２１の裏側から、絶縁性のネジを用い
て固定される。この絶縁性ネジは、絶縁リング１６１、１６２及びネジ穴１６４、１６５
とそれぞれ螺合するものであり、これらの絶縁部品によって、テンションメンバＴＭとク
ランプトレイ１２０との間の絶縁が確保される。壁や柱などに埋め込まれる第２の光ケー
ブルＣＢ２の端部から露出されたテンションメンバＴＭの端部は、図６に示す位置までＴ
Ｍクランプ１６０の穴１６３に挿入、貫通され、ネジ穴１６４、１６５を用いてネジ止め
されて、ＴＭクランプ１６０に固定される。これにより、第２の光ケーブルＣＢ２の端部
は、クランプトレイ１２０の底面１２１、即ち、端部固定箱１５０の固定面に、確実に固
定される。
【００３７】
　この時、上記のテンションメンバＴＭの露出部がクランプトレイ１２０（即ち、端部固
定箱１５０）内において固定される方向（即ち、図６のｙ軸方向）は、テンションメンバ
ＴＭの端部が固定される固定面（即ち、底面１２１）と直交する背面１２２の法線の方向
と一致する。
　なお、穴ｈｂ，ｈｃ，ｈｄも、それぞれ同様に用いることができる。例えば、穴ｈｃま
たは穴ｈｄを用いれば、テンションメンバＴＭの端部をｘ軸方向に固定することができ、
この場合には、リップＬ２を有する入口Ｊ２から第２の光ケーブルＣＢ２をクランプトレ
イ１２０の中に引き入れることができる。通常は、２本の第２の光ケーブルＣＢ２を平行
にして同一の方向から同一の入口を通して引き込む。
【００３８】
　また、リップＬ１，Ｌ２に空けられている３連の穴は、第２の光ケーブルＣＢ２の外被
を結束バンドを用いて締めつけて、それぞれをリップＬ１，Ｌ２自身に固定するためのも
のである。この外被の被結束部とその周囲は、ビニールテープなどを用いて予め補強して
おくことが望ましい。また、リップＬ１，Ｌ２の面を底面１２１から若干浮かせてあるの
は、リップＬ１，Ｌ２に強度を与えるためであり、この様な段差構造によって、リップＬ
１，Ｌ２及び底面１２１の強度が向上する。即ち、テンションメンバＴＭや第２の光ケー
ブルＣＢ２の固定部位には、非常に高い強度を与えておくことが望ましい。また、結束バ
ンドを用いてリップＬ１（またはＬ２）に固定された第２の光ケーブルＣＢ２の軸を、Ｔ
Ｍクランプ１６０の穴１６３の軸に完全に一致させるためにも、この様な段差構造は有効
である。これらの手段によって第２の光ケーブルＣＢ２の端部は、クランプトレイ１２０
に、正確、強固かつ確実に固定される。
【００３９】
　図８に、上記の第２の光ケーブルＣＢ２の接続仕様を示す。第２の光ケーブルＣＢ２に
は、２本の光ファイバーと７本の電線が通っている。第２の光ケーブルＣＢ２中を通る電
線の露出された各端部は、本図８に例示する様に、所定のピンまたはソケットを介してナ
イロンコネクタＮＣ２の所定の各部に固定される。なお、符号ｍｍは金属メッシュで形成
されたシールドを示している。
　一方、第２の光ケーブルＣＢ２中を通る光ファイバーの露出された各端部は、用意され
たＳＣコネクタ付光接続ケーブル（シングルモードファイバ）の端部と、図８の×印で示
した位置で融着接続される。
【００４０】
　図９に、融着トレイ１３０の平面図、正面図、背面図、左右両側面図、及び裏面図をそ
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れぞれ示す。ただし、図９中のｘｙｚの直交座標は、底面１３１を示した左側中央の平面
図の向きを示している。この融着トレイ１３０は、底面１３１、背面１３２、前面１３３
、左面１３４、右面１３５及び上面１３６などから形成されている。底面１３１の左下に
設けた穴１３１ｈは、クランプトレイ１２０の左下の上面１２６に設けた穴１２６ｈに重
ねて、ナイラッチで接合固定するためのものである。また、同様に、底面１３１の右上に
設けた穴１３１ｈは、クランプトレイ１２０の右上の上面１２６に設けた穴１２６ｈに重
ねて、ナイラッチで接合固定するためのものである。この様な重ね合わせによって、融着
トレイ１３０をクランプトレイ１２０の上に固定することができる。
　また、図１のリッド１４０も同様に、図９の上面１３６に設けられた穴１３６ｈとナイ
ラッチｎとを用いて固定されている。
【００４１】
　底面１３１に形成された穴Ｈ４，Ｈ５は、下段即ち１段目のクランプトレイ１２０から
光ファイバーを引き込むためのものである。また、コードクランプｃｃ３～ｃｃ６は、穴
Ｈ４，Ｈ５から引き込まれた光ファイバーの取り回し範囲を拘束するためのものであり、
この融着トレイ１３０の中に、該光ファイバーの余長部が収納される。即ち、この融着ト
レイ１３０は、余長部を収納するための余長ケースを兼ねている。
　図８に×印で示した融着接続部は、図示しない樹脂製の筒状の融着補強スリーブで保護
されつつ、この融着トレイ１３０の中に保持される。図１０に、その融着補強スリーブを
保持するためのゴム製のホルダ１３０ｘを示す。このホルダ１３０ｘは、上面部が管軸に
沿って細長くスリット状に開放された管状の把持部ｑ１，ｑ２，ｑ３を有しており、この
把持部に融着補強スリーブを嵌合させて把持させることができる。このため、図８に×印
で示した融着接続部は、このゴム製のホルダ１３０ｘの中に保持される。
【００４２】
　このホルダ１３０ｘは、計２つ用意して、それらの各裏面１３０ｘＳを上記の融着トレ
イ１３０の底面１３１上の領域β上及び領域γ上に、両面テープを用いてそれぞれ接着固
定する。このため、図８に×印で示した融着接続部は、融着トレイ１３０の中で保持され
る。
　なお、底面１３１の中央の穴Ｈ３は、クランプトレイ１２０に融着トレイ１３０を重ね
た状態でクランプトレイ１２０の中の状態を確認するためのものであり、この穴Ｈ３の形
成は、融着トレイ１３０の軽量化にも貢献するものである。
【００４３】
　図８の符号ＳＣで示されるＳＣコネクタを有する光接続ケーブル（シングルモードファ
イバ）は、図１のリッド１４０の出口１４１または出口１４２から引き出されて、その端
部のＳＣコネクタは、図１及び図４の２連ＳＣアダプタ１７０に接続される。２連ＳＣア
ダプタ１７０ではそれらの各対峙側に、コネクタ端子１８０から延出された中継ファイバ
の各端部のＳＣコネクタが接続されるので、これによって、第１の光ケーブルの光ファイ
バと第２の光ケーブルＣＢ２の光ファイバとは、２連ＳＣアダプタ１７０上で良好に接続
される。勿論、該中継ファイバの他端は、コネクタ端子１８０中の接続点上に配置されて
いる。
【００４４】
　また、第２の光ケーブルＣＢ２の端部から引き出された電線は、窓ｗ１～ｗ４または入
口Ｊ１／Ｊ２の何れかから取り出され、その端部のナイロンコネクタＮＣ２（雌型）は、
コネクタ端子１８０から筐体１１０内部に延出される中継線路の端部に直接設けられる別
のナイロンコネクタ（雄型）に直接連結接続される。
【００４５】
　以下、図１１、及び図２、図５を用いて、端部固定箱１５０の実装方向（立体的な配向
）について説明する。本図１１のＸＹＺ座標は図１及び図２の各ＸＹＺ座標とそれぞれ一
致しており、Ｚ軸方向が鉛直方向を示している。クランプトレイ１２０、融着トレイ１３
０及びリッド１４０からなる２段重箱構造の端部固定箱１５０は、図１１中の空間領域Ｂ
１またはＢ２に配置する。また、ここで、方向Ａ２，Ａ５はＺ軸に平行な方向であり、方
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向Ａ３，Ａ４はＸ軸に平行な方向であり、方向Ａ１はＹ軸に平行な方向である。
　なお、下記の穴ｈ１～ｈ８が請求項７の第２の穴に相当する部位である。
【００４６】
（１）第２の光ケーブルＣＢ２を導入口Ｉ１から入線させる場合
　この場合、端部固定箱１５０は、空間領域Ｂ１に配置（横置き）する。この時に、背面
１２２の穴ｈ１を背後面１１５の穴Ｈ１にナイラッチｎを用いて固定し、背面１２２の穴
ｈ２を背後面１１５の穴Ｈ２にナイラッチｎを用いて固定する。これにより、図１１の方
向Ａ１に沿って水平に、第２の光ケーブルＣＢ２を導入口Ｉ１から入線させることができ
る。
　また、この時、筐体１１０の左面１１３には、端部固定箱１５０の左面を構成する、ク
ランプトレイ１２０及び融着トレイ１３０の各左面１２４、１３４が、最も近接して平行
に対峙する。
【００４７】
（２）第２の光ケーブルＣＢ２を導入口Ｉ２から入線させる場合
　この場合、端部固定箱１５０は、空間領域Ｂ２に配置（縦置き）する。この時に、底面
１２１の穴ｈ７を背後面１１５の穴Ｈ１にナイラッチｎを用いて固定し、底面１２１の穴
ｈ８を背後面１１５の穴Ｈ２にナイラッチｎを用いて固定する。これにより、図１１の方
向Ａ２に沿って鉛直に、第２の光ケーブルＣＢ２を導入口Ｉ２から入線させることができ
る。
　また、この時、筐体１１０の左面１１３には、端部固定箱１５０の右面を構成する、ク
ランプトレイ１２０及び融着トレイ１３０の各右面１２５、１３５が、最も近接して平行
に対峙する。
【００４８】
（３）第２の光ケーブルＣＢ２を導入口Ｉ３から入線させる場合
　この場合、端部固定箱１５０は、空間領域Ｂ１に配置（横置き）する。この時に、前面
１２３の穴ｈ３を背後面１１５の穴Ｈ１にナイラッチｎを用いて固定し、前面１２３の穴
ｈ４を背後面１１５の穴Ｈ２にナイラッチｎを用いて固定する。これにより、図１１の方
向Ａ３に沿って水平に、第２の光ケーブルＣＢ２を導入口Ｉ３から入線させることができ
る。
　また、この時、筐体１１０の左面１１３には、端部固定箱１５０の右面を構成する、ク
ランプトレイ１２０及び融着トレイ１３０の各右面１２５、１３５が、最も近接して平行
に対峙する。
【００４９】
　ただし、第２の光ケーブルＣＢ２を筐体１１０に対してＸ軸方向に入線させる場合には
、その時だけ、図６の入口Ｊ２、リップＬ２、穴ｈｃ、穴ｈｄを用いて、第２の光ケーブ
ルＣＢ２を図６のｘ軸方向に固定する。
【００５０】
（４）第２の光ケーブルＣＢ２を導入口Ｉ４から入線させる場合
　この場合、端部固定箱１５０は、空間領域Ｂ１に配置（横置き）する。この時に、背面
１２２の穴ｈ１を背後面１１５の穴Ｈ１にナイラッチｎを用いて固定し、背面１２２の穴
ｈ２を背後面１１５の穴Ｈ２にナイラッチｎを用いて固定する。これにより、図１１の方
向Ａ４に沿って水平に、第２の光ケーブルＣＢ２を導入口Ｉ４から入線させることができ
る。
　また、この時、筐体１１０の左面１１３には、端部固定箱１５０の左面を構成する、ク
ランプトレイ１２０及び融着トレイ１３０の各左面１２４、１３４が、最も近接して平行
に対峙する。
【００５１】
（５）第２の光ケーブルＣＢ２を導入口Ｉ５から入線させる場合
　この場合、端部固定箱１５０は、空間領域Ｂ１に配置（縦置き）する。この時に、底面
１２１の穴ｈ５を背後面１１５の穴Ｈ１にナイラッチｎを用いて固定し、底面１２１の穴
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ｈ６を背後面１１５の穴Ｈ２にナイラッチｎを用いて固定する。これにより、図１１の方
向Ａ５に沿って鉛直に、第２の光ケーブルＣＢ２を導入口Ｉ５から入線させることができ
る。
　また、この時、筐体１１０の左面１１３には、端部固定箱１５０の左面を構成する、ク
ランプトレイ１２０及び融着トレイ１３０の各左面１２４、１３４が、最も近接して平行
に対峙する。
【００５２】
　以上の様に選択自在な各配置に従えば、端部固定箱１５０の左面かまたは右面の何れか
一方が筐体１１０の左面１１３に対して平行に対峙する様に、端部固定箱１５０を任意の
方向に配向しつつ、即ち直角単位に任意の配向で、端部固定箱１５０は、筐体内に配置す
ることができる。このため、第２の光ケーブルＣＢ２の入線方向をＡ１～Ａ５の内の任意
の方向に向けながら、筐体内に配置することができる。
【００５３】
　図１２は、上記の光成端ユニット１００を納める壁の壁面上に取り付けるための外枠パ
ネル１９０の正面図、平面図、及び側面図である。光成端ユニット１００の配設対象とす
る壁には、光成端ユニット１００を収納するための凹部空間を確保すると共に、その壁面
には、例えばこの様な外枠パネルを取り付ける。この外枠パネル１９０は、上記の光成端
ユニット１００を３台、Ｘ軸方向に並べて設置するためのものであり、ＺＸ平面に平行と
なる側面板１９３は、上記の凹部空間における左右の側壁面に沿ってスライドさせて、そ
の穴（凹部空間）に嵌め込まれる。左右にそれぞれ突き出た左端フレーム１９１及び右端
フレーム１９２は、何れも壁面に平行になる様に形成されており、この外枠パネル１９０
は、その左端フレーム１９１及び右端フレーム１９２の計４つの穴Ｓを用いて壁面に固定
される。
【００５４】
　筐体１１０の上端面１１１ｕに形成された穴ｐ１，ｐ２は、この外枠パネル１９０の上
端フレーム１９５に形成された穴Ｐ１，Ｐ２に、それぞれに位置合せされてネジ止めされ
る。また、筐体１１０の下端面１１１ｄに形成された穴ｐ３，ｐ４は、この外枠パネル１
９０の下端フレーム１９６に形成された穴Ｐ３，Ｐ４に、それぞれに位置合せされてネジ
止めされる。これにより、光成端ユニット１００をＸ軸方向に３台並べて設置することが
できる。
　この様に、光成端ユニット１００は、何台まとめて配置してもよい。
【００５５】
　以上の様に、本実施例１の光成端ユニット１００を用いれば、鉛直方向及び水平方向、
即ち、上下左右及び背後の計５方面の何れの向きにも光ケーブルを真っ直ぐに延出するこ
とが容易である。また、筐体１１０の内部において第２の光ケーブルＣＢ２を曲げる必要
が全くないので、敷設作業や点検作業などの効率向上を図り易い。また、以上の様に、本
実施例１の接続パネル一体型の光成端ユニット１００は、装置全体を小型化することがで
きることから、テレビ中継用光システムや、放送スタジオのテレビカメラ用光システム等
を小型化するのに有効であり、特にコネクタ盤の占有面積を縮小することが望ましい、ス
タジアム内や、劇場の観客席や、小形のスタジオ等に極めて有用である。
　なお、本実施例１の光成端ユニット１００は、ラックなどに敷設することも勿論可能で
ある。
【実施例２】
【００５６】
　図１３に、本実施例２の光成端ユニット２００の正面図、平面図、及び側面図を示す。
ただし、図中のＸＹＺ座標軸は、左下の正面図における当該光成端ユニット２００の向き
を示すものであり、Ｚ軸が鉛直方向に取られている。この光成端ユニット２００は、実施
例１の光成端ユニット１００の高さ、即ちＺ軸方向の長さを約２／３に短くしたものであ
り、その代わりに、Ｙ軸方向の奥行きが若干長くなっている。この様に、端部固定箱１５
０の位置を若干奥にずらすことによって、高さ方向のサイズを効果的に縮小することがで
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きる。また、コネクタ端子２８０を有する前面上部２１１ａの傾斜角は、６０°に構成さ
れている。
【００５７】
　即ち、当該光成端ユニット２００の筐体の前面には、内側に凹んだ凹部Ｄが設けられて
おり、この凹部Ｄには、傾斜角が６０°の下方に伏した傾斜面（即ち、上記の前面上部２
１１ａ）が設けられており、テレビカメラから延出されてくる第１の光ケーブルに連結さ
れるコネクタ端子２８０は、この傾斜面上に設けられている。
　そして、この様な構成に従えば、筐体の高さ、即ち、当該光成端ユニット２００の鉛直
方向の長さに対する強い制約がある場合においても、前面の接続パネルから上記の第１の
光ケーブルを斜め下向きに延出させることができ、同時に光成端ユニット２００の筐体を
非常に小さく構成することができる。
【００５８】
〔その他の変形例〕
　本発明の実施形態は、上記の形態に限定されるものではなく、その他にも以下に例示さ
れる様な変形を行っても良い。この様な変形や応用によっても、本発明の作用に基づいて
本発明の効果を得ることができる。
（変形例１）
　例えば、上記の実施例１のクランプトレイ１２０（図５）の平面形状は、ｘ軸方向に長
くｙ軸方向に短い長方形であるが、クランプトレイ１２０の平面形状は、正方形でもよい
。この場合には、縦横の区別がなくなるので、クランプトレイ１２０に第２の光ケーブル
を導入するための入口（Ｊ１，Ｊ２）の形成箇所は、１箇所だけでもよくなる。この場合
、クランプトレイ１２０のｘ軸方向の長さを、同図５のｙ軸方向の長さと同様に短く形成
することができ、更に、ＴＭクランプ１６０を固定するために形成すべき穴（ｈａ，ｈｂ
，ｈｃ，ｈｄ）の形成個数も半分でよくなるので、端部固定箱１５０の小形化と製造効率
の点で都合がよい。
　また、クランプトレイ１２０に第２の光ケーブルＣＢ２を導入するための入口（Ｊ１，
Ｊ２）の形成箇所は、全部で３箇所でも４箇所以上でもよい。この様な場合においても、
本発明の手段に基づいて、上記の各実施例と同様に本発明の作用・効果を得ることができ
る。
【００５９】
（変形例２）
　また、上記の光成端ユニット１００及び光成端ユニット２００の各変形例を図１４－Ａ
～Ｃに示す。光成端ユニット１００では、前面上部１１１ａと前面下部１１１ｂとを用い
て、筐体１１０の前面の接続パネルを構成しているが、筐体の前面は、必ずしも傾斜した
２つの面を直交させて形成する必要はない。
　例えば、図１４－Ａや図１４－Ｂに例示する様に、筐体の前面の一部を筐体の水平な底
面に対して垂直な前面下部１１１ｂ′や或いは同底面に対して垂直な前面下部１１１ｂ″
等を用いて構成してもよいし、また、図１４－Ｂに例示する様に、前面凹部の奥に向って
上り坂となる傾斜角約３０°の傾斜面１１１ｃ等を用いて、筐体の前面の一部を構成して
もよい。
　また、図１３の前面上部２１１ａをそのまま底面２１４まで延長することによって、図
１４－Ｃに例示する様に、前面上部２１１ａ′を構成し、この様な１面の傾斜面だけで、
筐体の前面の一部を構成してもよい。
【００６０】
（変形例３）
　また、筐体の前面の形状は、曲面形状であってもよい。図１５の従来装置においては、
第２の面３ｂに接続ユニット４が取り付けられているので、該第２の面３ｂは必ず備える
必要があるが、本発明の光成端ユニットにおいては、上記の様に、前面凹部の奥に向って
上り坂となる傾斜面３ｂを必ずしも備える必要がないため、本発明の光成端ユニットにお
いては、接続パネルが配設される筐体の前面の形状設計における任意性が非常に高い。こ
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のため、本発明の光成端ユニットにおいては、少なくとも筐体の前面形状に関し、ユーザ
の好みを任意に取り入れることができる。
【００６１】
（変形例４）
　また、上記の実施例１では、第２の光ケーブルＣＢ２に、２本の光ファイバを通してい
るが、これらの光ファイバは勿論マルチモードファイバでもよい。
　また、上記の実施例１では、第２の光ケーブルＣＢ２に、２本の光ファイバを通してい
るが、第２の光ケーブル１本に通す光ファイバの本数は任意でよい。勿論、第１の光ケー
ブルについても同様である。
　また、上記の実施例１では、１つの端部固定箱１５０に合計２本の第２の光ケーブルＣ
Ｂ２を入線させているが、本発明の端部固定箱に入線させる第２の光ケーブルの本数は任
意でよい。勿論、コネクタ端子（１８０，２８０）の設置数についても同様である。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　本発明は、例えば陸上競技場や屋外スタジアムなどのテレビ中継用光システムや、放送
スタジオのテレビカメラ用光システム等に特に有用であるが、その他にも、より一般には
、テレビ中継等による動画撮影が想定される現場の建造物全般に適用することができるも
のである。
　また、上記の実施例１の第２の光ケーブルＣＢ２には、図８に示す様に電線やシールド
ｍｍが具備されているが、本発明の光成端ユニットは、これらを有しない光ファイバのみ
のケーブル（第１及び第２の光ケーブル）に対しても、勿論有用である。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】実施例１の光成端ユニット１００の正面図、平面図、及び側面図
【図２】光成端ユニット１００の筐体１１０の背面図、平面図、及び側面図
【図３】アダプタアングルａａの正面図、平面図、及び側面図
【図４】２連ＳＣアダプタ１７０の正面図、平面図、及び側面図
【図５】クランプトレイ１２０の平面図、正面図、背面図、及び左右両側面図
【図６】クランプトレイ１２０の平面図
【図７】ＴＭクランプ１６０の側面図、正面図、背面図、平面図及び裏面図
【図８】第２の光ケーブルＣＢ２の接続仕様を示す配線図
【図９】融着トレイ１３０の平面図、正面図、背面図、左右両側面図、及び裏面図
【図１０】融着補強スリーブを保持するゴムホルダの斜視図
【図１１】端部固定箱１５０の実装方向（立体的な配向）を説明する斜視図
【図１２】外枠パネル１９０の正面図、平面図、及び側面図
【図１３】実施例２の光成端ユニット２００の正面図、平面図、及び側面図
【図１４－Ａ】筐体の前面のその他の形状を例示する側面図
【図１４－Ｂ】筐体の前面のその他の形状を例示する側面図
【図１４－Ｃ】筐体の前面のその他の形状を例示する側面図
【図１５】従来の光成端ユニットの側面図
【符号の説明】
【００６４】
　１００　：　光成端ユニット（実施例１）
　１１０　：　筐体
　１２０　：　クランプトレイ
　１３０　：　融着トレイ
　１４０　：　リッド
　１５０　：　端部固定箱
　１６０　：　ＴＭクランプ
　１７０　：　２連ＳＣアダプタ



(15) JP 4388540 B2 2009.12.24

　１８０　：　コネクタ端子
　１９０　：　外枠パネル
　ＣＢ２　：　第２の光ケーブル
　　ＴＭ　：　テンションメンバ
　　　ｎ　：　ナイラッチ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４－Ａ】

【図１４－Ｂ】

【図１４－Ｃ】

【図１５】
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